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行財政改革に関する第二次答申（要旨） 

諮問内容 

「１．組織・機構の改善に関すること②行政委員会等

の適正化」として行政の関与する委員会・団体の必要

性、人数、行政の関わり方を見直すことによって、事

業費及び人件費削減を図る方策を諮問。 

 

答申前文 

附属機関※、農業委員会、議会について答申の基本的

考え方を記載。また、答申は町長へ提出するものだが

議会も前向きに検討することを要望 

附属機関：町の設置する審議会、調査会その他の調停、審査、諮問

又は調査のための機関 

答申本文 

1．附属機関に関して取り組むべき対策 

(1) 附属機関の統合 

一体化を通じて機能向上が期待される附属機関につ

いて統合 

(2) 委員の任命数の削減 

附属機関の任命数は原則 10 人以下。（現行 10 人以下

の機関もその必要性を再検討）研修業務や普及活動

等により 10 人を超えた人数を任命する場合は、その

必要性について根拠を明確化 

 

2．農業委員会に関して取り組むべき対策 

(1)委員数の削減及び報酬の検討 

農業委員及び農地利用最適化推進委員の委員数を現

在 16 人から 14 人（次期改選）に削減。報酬は、適

切な時期に検討 

(2)農業委員会の機能強化 

「人・農地プラン」の充実、担い手の確保、農地の保

全・集約化の促進、町や JA 等と連携しながら地域活

動を強化 

(3)地区割の再検討 

実態に即して委員の地区割を再検討 

(4)業務の効率化及び実態把握 

農業委員会における運営の効率化を図る 

 

3．議会に関して取り組むべき対策 

(1)議員定数の削減 

議員定数を 10～11 人へ削減することについて検討 

(2)議員報酬の増額 

議員定数削減の範囲内で全議員を対象に報酬の増額

検討。その際、若手議員の増加にも配意しメリハリの

ある報酬増額を検討 

(3)議会に対する町民の関心向上及び 

議会の機能強化 

議会基本条例の内容を着実に実施。議会に対する町

民の関心向上。議員活動のサポート強化を進め、議員

のなり手不足を解消 
 

 

 

 

全文は町ホームページをご覧ください 

https://www.ikedamachi.net/0000002485.html 

行
財
政
改
革
推
進
委
員
会
は
１
月

27

日
の
第

13

回
委
員
会
で
、
町
長
に
第
二
次
答
申
を
行
い

ま
し
た
。
行
財
政
改
革
に
つ
い
て
の
諮
問
事
項
は

５
つ
あ
り
、
今
回
は
そ
の
１
項
目
「
組
織
・
機
構

の
改
善
に
関
す
る
こ
と
②
行
政
委
員
会
等
の
適

正
化
」
に
つ
い
て
の
答
申
と
な
り
ま
す
。 

山
沖
義
和
会
長
は
「
ご
検
討
い
た
だ
き
、
全
て

に
つ
い
て
対
応
し
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
答
申
を

渡
し
、
町
長
は
「
こ
の
答
申
を
精
査
し
、
現
状
を

改
め
る
べ
く
、
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
く
か
検

討
を
重
ね
た
い
」
と
受
け
取
り
ま
し
た
。 

ま
た
、
そ
の
後
行
わ
れ
た
町
長
と
委
員
の
懇
談

で
、
依
然
と
し
て
財
政
危
機
の
状
況
は
続
い
て
い

る
と
い
う
共
通
認
識
を
確
認
し
合
い
ま
し
た
。 

以
下
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
概
要
を
お
知
ら
せ

し
ま
す
。
町
で
は
答
申
を
基
に
検
討
し
、
順
次
行

政
委
員
会
等
の
適
正
化
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。 

ま
た
、
裏
面
で
は
委
員
の
皆
さ
ん
が
作
成
し
た

記
事
を
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

池
田
町
役
場
企
画
政
策
課 電

話 

６
２―

３
１
２
９ 

 

答申書の授受をする山沖会長 

（写真左）と町長 

https://www.ikedamachi.net/0000002485.html


第

13

回
委
員
会
で 

   

町
長
と
委
員
会
の
認
識
一
致 

 

１
月

27

日
の
第

13

回
行
財
政
改
革
推

進
委
員
会
で
、
甕
町
長
は
、
今
ま
で
「
危
機

的
状
況
は
脱
し
た
感
が
あ
る
」
と
発
言
し

て
い
た
も
の
の
「
危
機
的
状
況
は
続
い
て

い
る
」
と
の
認
識
を
示
し
、
委
員
会
に
対
し

て
引
き
続
き
厳
し
い
対
策
の
検
討
を
要
望

し
ま
し
た
。 

 

委
員
会
で
は
、
各
委
員
か
ら
、
数
字
に
基

づ
く
目
標
を
設
定
し
て
、
着
実
に
財
政
改
革

を
進
め
る
こ
と
や
、
町
長
の
強
力
な
リ
ー
ダ

ー
シ
ッ
プ
の
下
に
町
民
・
行
政
・
議
会
が
協

力
し
て
取
り
組
む
こ
と
を
求
め
る
意
見
が

出
さ
れ
ま
し
た
。 

       

           

最
大
の
課
題
は 

 
 

経
常
収
支
比
率
の
引
き
下
げ 

現
在
の
池
田
町
の
財
政
は
、
経
常
収
支
比

率
、
実
質
公
債
費
比
率
、
基
金
残
高
で
県
内
町

村
ワ
ー
ス
ト
４
位
で
す
。
ま
た
、
特
に
実
質
公

債
費
比
率
（
借
金
）
は
、
今
後
も
上
昇
す
る
こ

と
が
予
想
さ
れ
ま
す
（
上
の
【
表
１
】
）。 

 

右
の
【
図
１
】
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
経
常

収
支
比
率
が
平
成

28

年
度
か
ら
次
第
に
上

昇
し
、
財
政
の
硬
直
化
が
進
ん
で
い
ま
す
。 

 

今
後
の
町
づ
く
り
の
た
め
は
、
人
件
費
を
抑

え
る
、
借
金
は
最
小
限
度
に
す
る
、
無
駄
な
出

費
を
な
く
し
貯
金
に
回
す
な
ど
の
対
策
を
厳

し
く
進
め
、
経
常
収
支
比
率
を
一
般
に
適
正
水

準
と
言
わ
れ
て
い
る

70

～

80

％
程
度
ま
で

下
げ
て
、
財
政
構
造
に
弾
力
性
を
持
た
せ
る
こ

と
が
必
要
で
す
。 

 

第
二
次
答
申 

審
議
会
等
の
ス
リ
ム
化
、 

 

議
員
定
数
減
な
ど
を
提
言 

①
審
議
会
等
の
統
合
な
ど
見
直
し
必
要 

左
の
【
図
２
】
に
見
る
と
お
り
、
現
在
、
55

の
審
議
会
等
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
約
半
数
が

過
去
３
年
間
の
平
均
で
年
一
回
未
満
し
か
開

か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
た
め
、
審
議
会
等
の

統
合
を
通
じ
て
機
能
強
化
を
図
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
ま
す
。
第
二
次
答
申
で
は
、
具
体
的
な

組
織
を
例
示
し
な
が
ら
、
そ
の
あ
り
方
に
つ
い

て
提
言
し
て
い
ま
す
。 

        

②
農
業
委
員
会
の
機
能
強
化
と 

業
務
の
平
準
化
が
不
可
欠 

 

平
成

28

年
の
制
度
改
正
以
降
、
農
地
利
用

の
最
適
化
推
進
業
務
が
必
須
と
な
る
な
ど
、
農

業
委
員
会
の
機
能
向
上
が
求
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
農
業
の
担
い
手
不
足
を
克
服
し
、

「
人
・
農
地
プ
ラ
ン
」
を
実
効
あ
る
も
の
と
す

る
た
め
、
農
地
貸
借
に
関
す
る
仲
介
業
務
の
重

要
性
も
高
ま
っ
て
い
ま
す
。 

 

左
の
【
図
３
】
に
見
る
と
お
り
、
農
業
委
員

の
活
動
件
数
に
地
域
差
が
広
が
っ
て
お
り
、
地

域
割
り
の
再
検
討
を
通
じ
た
業
務
分
担
の
平

準
化
や
効
率
化
が
必
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

         

③
議
員
の
な
り
手
不
足
解
消
に
向
け 

議
員
定
数
・
報
酬
の
見
直
し
を 

 

池
田
町
で
は
、
町
議
会
選
挙
が
２
回
連
続
し

て
無
投
票
と
な
る
な
ど
、
議
員
の
な
り
手
不
足

と
と
も
に
、
議
会
の
果
た
す
役
割
が
問
わ
れ
て

い
ま
す
。 

 

こ
の
た
め
、
委
員
会
で
も
、
財
政
上
の
観
点
、

町
民
の
視
点
に
立
っ
て
、
議
員
定
数
と
報
酬
を

中
心
に
そ
の
あ
り
方
を
示
し
ま
し
た
。 

 

町
政
の
チ
ェ
ッ
ク
機
関
と
し
て
の
議
会
の

あ
り
方
は
、
町
民
の
暮
ら
し
や
活
動
に
直
結
し

ま
す
。
今
後
、
議
会
で
の
積
極
的
な
検
討
が
期

待
さ
れ
ま
す
。 

行
財
政
改
革
推
進
委
員
会
が
町
長
に
提
出
し
た
第
二
次
答
申
は
、
審
議
会
等
・
農
業
委
員

会
・
議
会
な
ど
に
つ
い
て
の
改
革
プ
ラ
ン
で
す
。
今
号
で
は
、
そ
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
、

危
機
的
な
財
政
状
況
を
改
め
て
説
明
す
る
と
と
も
に
、
第
二
次
答
申
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て

お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

(

行
財
政
改
革
推
進
委
員
会) 

財
政
危
機
は
ま
だ
脱
し
て
い
な
い
！ 

 

町
民
・行
政
・議
会
の
一
致
し
た
協
力
必
要  

表１：池田町の 

厳しい財政状況(R2) 
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図１：経常収支比率の上昇 

指 標 池田町 
ランキング 

（58 町村） 

経常収支比率 89.4% 
ワースト 

4 位 

実質公債費比率 12.1% 
ワースト 

4 位 

積立金 

（一人当たり） 
12.4 万円 

ワースト 

4 位 

借金（R1 年度） 

（一人当たり） 
99.9 万円 

ワースト 

8 位 

 

19
34%

7
13%

12
22%

17
31%

０回 １回未満

１回 １回超

55機関

図２：審議会等の開催回数 
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図３：農業委員会の活動件数(R2) 

解
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